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省エネの専⾨家が⼯場・ビル・店舗等のエネルギーの使⽤状況を把握し、
省エネ出来る改善項⽬を提案いたします。また、希望に応じて省エネ診断結果を基に、
省エネ取組を⼀緒に進めていくためのサポートをいたします。

省エネ診断でエネルギーの⾒直しをしませんか？

省エネ診断のご案内

令和6年度補正予算�地域エネルギー利⽤最適化・省エネルギー診断拡充事業

設備単位プラン

下記より2設備まで組み合わせも可能です。

⼯場・事業所全体プラン

⼯場・事業所にある全ての設備を診断します。

省エネ診断についてのお問い合わせはこちら
WEBからのお問い合わせ[24H]�
https://e-three.jp/contact/03-6206-8860

お電話でのご相談�[09:00〜18:00]�

5,720円/1�� 15,290円〜

こんなお悩みをお持ちの事業者様におすすめです！
●電気代を下げる⽅法を知りたい

●設備の運⽤について省エネアドバイスを受けたい

●すぐに実施できる省エネのポイントを知りたい

●まずは診断をして現状を把握したい

⾼効率空調の導⼊

⼤型ボイラーの更新

照明設備のLED化

省エネ診断実施後の事例

▲約 85万円/年

▲約 208万円/年

▲約 80万円/年

※省エネ効果は事業所ごとに異なります。
※設備投資には別途費⽤がかかります。

①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

空調設備
照明設備
ボイラ・給湯器
コンプレッサ
受変電設備

デマンド
冷凍冷蔵設備
⽣産設備
給排⽔処理
⼯業炉

※※

⼯場・事業所内の全ての設備が対象

※2設備の場合は11,440円となります。
※⼯場・事業所の規模により料⾦が変わります。

ウォークスルー診断の実施をご検討の⽅へ

お

申込
みはこちらから



メリット① メリット② メリット③

ニーズに応じた
診断が可能

費⽤0円での
コスト削減も可能

省エネ取組の
⽴案⽀援

①契約 ②事前調査 ③現地調査 ④診断報告 ⑤お⽀払い
営業担当から

ご説明
⽇程や詳細の

調整
省エネ診断の

実施
診断報告書に
まとめて報告

銀⾏振込にて
お⽀払いください

ウォークスルー診断のメリット

省エネ診断について、お気軽にお問い合わせください！

お申し込みとスケジュール

▶診断を受けられる事業者
 以下のいずれかに該当する事業者であることが必要です。
●中⼩企業基本法に定める中⼩企業
●会社法上の会社に該当せず、前年度もしくは直近1年間のエネルギー使⽤量（原油換算値）
 が1,500kl未満の事業所（※）

※会社法上の会社以外とは、社会福祉法⼈、医療法⼈、学校法⼈、特定⾮営利活動法⼈、中⼩企業団体等の協同組合等をいう。

ウォークスルー診断の実施で補助⾦の加点措置の対象になります！
設備投資を予定している該当設備のウォークスルー診断実施にて、
補助⾦申請の際に、加点項⽬として対象となる場合がございます！

経済産業省 省エネルギー投資促進需要構造転換⽀援事業……………………加点対象
経済産業省 省エネルギー投資促進⽀援事業……………………………………加点対象
岐⾩県   中⼩企業等脱炭素化促進事業費補助⾦……………………………受診が要件
千葉県   業務⽤設備等脱炭素化促進事業補助⾦……………………………受診をすると上限と補助率が向上
秋⽥県   ものづくり⾰新総合⽀援事業（省エネ⽣産設備更新型）………加点対象
神奈川県  中⼩企業省エネルギー設備導⼊費等補助⾦………………………受診が要件

〒162-0826　東京都新宿区市谷船河原町11飯田橋レインボービル1階

〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28名古屋第二埼玉ビル2階

〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル14階

本社

中部支店

関西支店

※⼀部対象補助⾦に限る。

加点対象とされている補助⾦を⼀部ご紹介！


